
〃 １８番 安水 義文

４、会長あいさつ

議 長 只今より平成２４年度第６回錦江町農業委員会総会を開会いたします。

本日の総会の出席は全員出席であり（欠席者ありの場合；20名中 名で定足数に達して
おり）、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定により総会は成立していることをお知ら
せします。

議案第24号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利用
集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について

〃 １９番 徳永 哲朗
〃 ２０番 基 岸澄

欠席委員 なし

議案第23号 農地法第５条許可申請について

議案第22号 農地法第３条許可申請について

第２ 附議事項

第１ 議事録署名委員の指名

錦 江 町 農 業 委 員 会 総 会 議 事 録

５、議 事

〃 １０番 平原 栄

〃 １４番 猪鹿倉昭雄

〃 ７番 牧原 昇
〃 ８番 鍋 康博
〃 ９番 樋渡 俊信

委員 ２番 鈴 一磨

１、開催日時 平成２４年９月２５日（火）午後１時３０分から

２、開催場所 錦江町役場本庁2階会議室

〃 ５番 厚ケ瀬博文

〃 １２番 貫見 和洋

〃 １５番 落司 順一
〃 １６番 畠中 正秋

〃 ６番 黒瀬 正

事務局職員 事務局長 南園高樹 書記 折久木まり子 書記 中野好太郎

〃 １７番 寺田 郁哉

〃 １３番 鮫島 廣幸

３、出席委員（２０人）

会長代理 近川 正人

〃 ４番 木原 光郎
〃 ３番 東郷 輝昭

会長 宿利原勝吉



それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により本日の会議録署名委
員を10番平原委員と12番貫見委員を指名いたしますので、よろしくお願いします。

次に事務局から会務報告と説明をお願いします。

事務局 （会務報告と説明）

議 長 只今の会務報告について、ご質問ございませんか。

全委員 （発言なし）

議 長 ないようでございますので、以上で会務報告を終わります。
それでは附議事項に入ります。
議案第22号「農地法第３条許可申請について」を議題とします。事務局の説明をお願い

します。

事務局 議案第22号「農地法第3条許可申請について」説明いたします。
農地法第３条許可申請受付番号13号譲渡人は、Ｋ市在住のＡ，Ｋさんで譲渡理由は規模縮
小です。申請地は、

神川字上ノ平床7693-1番、地目は台帳現況ともに畑、地積は2,080㎡です。
譲受人は、Ａ，Ｋさん４９歳でＡ自治会にお住まいの方です。
経営規模は、世帯員４、労働力３、農地の所有については自作地が51,707㎡、小作地が

2,675㎡合計54,382㎡です。
譲受理由は規模拡大となっています。
農地の取得要件については、錦江町の別に定める下限面積30ａは問題ございません。
農業機械の装備については、トラクター、トラック等を所有されています。
農作業従事については、年間従事できるよう記載があり、農業歴30年以上の経験がある

ようです。
農地の全部利用等要件も含めて取得要件を中心に、担当農業委員から調査報告をお願い

します。調査委員は５番の厚ケ瀬委員となっています。

議 長 それでは、５番厚ケ瀬委員から調査報告をお願いします。

５番
厚ケ瀬委員

報告いたします。この場所は町道沿いで現在さつまいもを栽培されております。譲渡人
のＫさんは、Ｋ在住で健康の方がちょっと優れていないようであります。

譲受人のＡ，Ｋ君は、現在さきほど報告がありましたとおり49歳ということで、林業も
行いながら大根、高菜等を栽培されております。農業機械につきましてもトラクター
管理機等栽培する機械は持っていらっしゃいます。農地の利用状況につきましても畦払い
土手払い等よくなされておりまして管理の方も行き届いているようでございます。意欲と
能力のある青年でございます。審議の程よろしくお願いします。

議 長 ただ今、厚ケ瀬委員から調査報告がありましたが、質問あるいは異議等はございません
か。

7番
牧原委員

値段はいくらですか。

5番
厚ケ瀬委員

これはですね、ＫさんとＫ君のお父さんが親戚ということでお金の動きはないようで
す。

事務局 金額は、300,000円です。

5番
厚ケ瀬委員

確認をしておりませんでした。

議 長 他にありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。議案第22号「農地法第３条許可申請について」
採決します。議案第22号は原案のとおり許可することに異議ありませんか。

全委員 なし。



議 長 異議なしと認めます。したがいまして、議案第22号「農地法第3条許可申請について」
は原案のとおり許可することに決定しました。

議 長 次に議案第23号「農地法第5条許可申請について」を議題とします。事務局の説明をお
願いします。

事務局 議案第23号について説明いたします。
農地法第５条許可申請受付番号１号の譲受人は、Ｏ，ＡさんＭ町在住の方です。一方譲渡
人は、Ｋ，ＫさんＫ自治会の方です。申請地は、2筆あります。

1筆目は、馬場字大瀬ノ上1526-1番、地目は台帳現況ともに畑、地積は182㎡です。
2筆目は、馬場字大瀬ノ上1527-1番、地目は台帳現況ともに畑、地積は169㎡2筆合計で
351㎡です。
申請事項の内、転用目的は資材置場となっており、転用理由は、現在の資材置場に隣接

しており、馬鈴薯の集荷時期に資材を置くのに便利であるためとなっております。
申請地の現況、位置等につきましては別紙資料6ページから8ページまでのとおりですの

で、確認をお願いします。
農地の区分につきましては、いずれも農振農用地区域外となっています。
担当調査委員は10番の平原委員です。

議 長 それでは平原委員、調査報告をお願いします。

10番
平原委員

報告申し上げます。24日昨日ですね午前9時から会長、事務局、私、そしてＯさん本人
がこられまして現地を調査してまいりました。図面でおわかりのように、バレイショ選果
場のすぐ下であります。この農地は、当初から農振農用地区域外のところであります。こ
の農地を含むＭ町寄りの土地は、今回の申請人であるＯさんがこれまで農地等を購入し、
現在も資材置き場として転用をして、活用されているところです。この農地は、周辺が国
道269号線に面した大瀬ノ上という字の地域で北側は雑種地、南側はＯさんの所有の資材
置き場となっており、農振農用地区域外でもあり、耕作履歴等を含め生産性のある農地と
は見込めない状況であると思われます。

また、国道を挟んだ向かい側は、南隅地区のバレイショ選果場となっており、収穫期に
は、トラック等の出入が多く選果場へ出入りする車輛等の転回並びに待機場所としても活
用されております。

そのような時期には、現在の資材等が一般車輛等を含むトラックやその他の車輛の通行
に支障が生じることも少なくないため、新たな資材の搬入場所としての利便性向上、申請
者の事業計画も明確化していること等併せて、転用についてはやむを得ないものと思われ
ます。

議 長 ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただ今の報告について質問、異
議等はありませんか。

10番
平原委員

単価はいいですか。金額は全部で530,000円です。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。議案第23号「農地法第5条許可申請について」採
決します。議案第23号については、原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして議案第23号「農地法第5条許可申請」について
は、原案に意見書を付して県知事へ進達することに決定しました。

議 長 次に議案第24号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積計画
（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題とします。事務局の説明をお願い
します。



事務局 それでは議案第24号農業経営基盤強化促進法第13条第4項の規定による農用地利用集積
計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について説明いたします。尚、受付件数が34
件と多数にわたっておりますので、ページを基本に説明並びに審議をお願いし、説明およ
び審議が終了後3ページ分を一括して採決をお願いいたします。

初めに資料10ページの受付番号107号から11ページの124号まで説明いたします。
受付番号107号の貸し人は、Ｔ，ＭさんＳ自治会の方です。申請地は、
馬場字田ノ神後1662-1番、現況地目は田、地積は395㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は20,000円です。
借り人は、Ｍ，ＫさんＡ町在住の方です。経営規模は、世帯員1、労働力1、雇用労働力

3人、自作地はなく小作地のみ2,365㎡となっており、バレイショ、インゲンを主体に経営
に取り組んでおられます。農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機、動
噴等となっています。担当調査委員は、４番の木原委員です。

次に受付番号108号の貸し人は、Ｔ，ＭさんＫ市在住の方です。申請地は、
城元字平田1179番地、現況地目は田、地積は947㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は米(25kg)7俵とﾓﾁ

米(30kg)1俵となっております。
借り人は、Ｔ，ＴさんＮ自治会の方です。経営規模等は世帯員2、労働力4、雇用労働力

2人、自作地が11,586㎡、小作地が3,145㎡となっており、ﾊｳｽｲﾝｹﾞﾝ、バレイショ、米等を
経営されています。農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機、動噴等と
なっています。担当調査委員は、107号同様４番の木原委員です。

次に受付番号109号の貸し人は、Ｎ，ＳさんＳ自治会の方です。申請地は、
城元字森山1316-3番、現況地目は田、地積は473㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は15,000円です。
借り人は、Ｓ，ＫさんＮ自治会の方です。経営規模は、世帯員2、労働力2、自作地が

6,613㎡、小作地が2,093㎡となっており、米、バレイショを主に経営されています。農業
機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、管理機、動噴等となっています。担当調査
委員は、前号と同じく４番木原委員です。

次に受付番号110号の貸し人は、Ｎ，ＭさんＫＮ自治会の方です。申請地は、
神川字西上ノ迫1254-1番、現況地目は畑、地積は7,159㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は60,000円です。
借り人は、Ｎ，ＥさんＮ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力２、自作地が

11,399㎡、小作地が7,159㎡で肉用牛、バレイショを主体に経営されています。農業機械
の所有状況は、トラクター、トラック、耕耘機、管理機、ボブキャット等となっていま
す。担当調査委員は、前号同様４番木原委員です。

次に受付番号111号の貸し人は、Ｍ，ＴさんＫ自治会の方です。申請地は、
馬場字寺前ノ上2013-1番、現況地目は田、地積は3,032㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成34年12月14日まで、小作料は200,000円です。
借り人は、Ｆ，ＫさんＫＵ自治会の方です。経営規模は、世帯員7、労働力4、雇用労働

力4人、自作地が14,799㎡、小作地が3,032㎡でミニトマトの専業経営です。農業機械の所
有状況は、トラクター、管理機、軽トラック等となっています。担当調査委員は、前号同
様4番木原委員です。

次に受付番号112号の貸し人は、Ｏ，ＥさんＳ自治会の方です。申請地は、
城元字大田中1134番地、現況地目は田、地積は534㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成29年12月14日まで、小作料は15,000円です。
借り人は、Ｆ，ＫさんＫＵ自治会の方です。経営規模は、世帯員2、労働力2、自

作地が3,153㎡、小作地が1,537㎡で米、バレイショを中心に取り組んでおられます。農業
機械の所有状況は、トラクター、管理機、動噴、軽トラック等となっています。担当調査
委員は、前号同様4番木原委員です。

次に受付番号113号の貸し人は、Ｈ，ＨさんＫ市在住の方です。申請地は、
城元字中牟田1685-1番、現況地目は田、地積は447㎡です。
貸付期間は、平成24年12月15日から平成27年12月14日まで、小作料は15,000円です。
借り人は、Ｍ，ＫさんＫＵ自治会の方です。経営規模等は、世帯員5、労働力2、

雇用労働力2人、自作地が5,154㎡、小作地が447㎡で米、バレイショを中心に経営されて
います。農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、耕耘機、管理機、動噴等と
なっています。担当調査委員は、前号同様4番木原委員です。



次に、受付番号第114号の貸し人は、Ｔ，ＴさんＵ自治会の方です。申請地は、
神川字大丸一6293-23番、現況地目は畑、地積は1,427㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成34年12月14日まで、小作料は10,000円です。
借り人は、Ｋ，ＭさんＳＫ自治会の方です。経営規模等は、世帯員3、労働力3、自作地

のみ9,595㎡で小作地はありません。和牛肥育を主として飼料作物、加工大根等も併せて
経営されています。農業機械の所有状況は、トラクター、タイヤショベル等となっていま
す。担当調査委員は、11番宿利原委員です。

次に、受付番号115号の貸し人は、Ｔ，ＫさんＯ自治会の方です。申請地は、
神川字高山5784番地、現況地目は畑、地積は9,117㎡の内4,000㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成34年12月14日まで小作料は30,000円です。
借り人は、Ｋ，Ｍさんですが前号の114号と同様ですので、経営規模等の説明は省略い

たします。担当調査委員は、前号同様11番宿利原委員です。
次に、受付番号116号の貸し人は、Ｎ，ＭさんＯ自治会の方です。申請地は、
神川字南永尾6353-57番、現況地目は畑、地積は4,330㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成34年12月14日まで、小作料は20,000円です。
借り人は、前号同様Ｋ，Ｍさんですので、経営規模等の説明は省略いたします。担当調

査委員は、前号と同じく11番宿利原委員です。

次の受付番号117号と118号は、貸し人借り人とも同じですので一括して説明いたしま
す。先ず、2件の貸し人は、Ｔ，ＡさんＯ自治会の方です。申請地は、

117号が神川字梅ノ木9520-11番、現況地目は畑、地積は661㎡
118号は神川字梅ノ木9520-12番、現況地目は畑、地積は1,190㎡で2筆合計1,851㎡で

す。貸付期間は、平成24年10月1日から平成34年12月14日まで、小作料は10,000円です。
借り人は、前号同様Ｋ，Ｍさんですので、経営規模等は省略いたします。担当調査委員

は、前号と同じく11番宿利原委員です。

次に資料11ページの受付番号第119号から説明いたします。尚、119号から124までは貸
し人借り人ともに同一ですので、続けて説明いたします。

119号から124号までの貸し人は、Ｈ，ＮさんＳＫ自治会の方です。申請地は、
119号が神川字一ケ内5923-1番、現況地目は畑、地積は4,910㎡です。
120号は神川字下大牧5949-2番、現況地目は畑、地積は2,116㎡
121号は神川字下大牧5999-4番、現況地目は畑、地積は983㎡
122号は神川字上小牧5999-2番、現況地目は畑、地積は1,276㎡
123号は神川字大牧6054-1番、現況地目は畑、地積は1,618㎡
124号が神川字村ノ前6079-2番、現況地目は畑、地積は3,502㎡で6筆合計14,405㎡と

なっています。
貸付期間は、6筆共に平成24年10月1日から平成34年12月14日まで、小作料は全部で

70,000円です。
借り人は、前号までと同じくＫ，Ｍさんですので、経営規模等の説明は省略させていた

だきます。担当調査委員は、11番宿利原委員です。

それでは、冒頭説明いたしましたとおりここまでを一区切りとして担当調査委員の方々
に調査報告をお願いし、107号から124号まで一括審議をお願いいたします。採決はすべて
の説明が終了後、改めて一括採決いたしますので、そのようにご了承願います。

議 長 それでは、ただ今事務局から104号から124号まで説明がありましたが、木原委員から順
次調査報告をお願いいたします。



４番
木原委員

報告いたします。107号から113号まで私の担当の分については、見てもらえばわかりま
すとおり今年の12月14日に切れる分について再設定をしたものであります。設定条件は満
たしていると思いますが、疑問に思われるような設定内容の所だけ報告をしたいと思いま
す。107号については、Ｍ，Ｋさんは労働力が1人となっておりますが、忙しいときは雇用
を3人ぐらいするということと両親がＳに住んでいらっしゃいまして、まだ元気でありま
すので労働力は問題ないと思います。それと108号の小作料についてですね借り人の方か
ら米が余計入っていないとう話が出たものですから、借り人の方に確認したところ前の分
は、米4表となっていたんですけれども25kg入りということでキロ数を明確に書くことに
しまして、米25kgの7俵とそしてもち米は30kgと書いてあったわけですが、変えたところ
です。それと109号については、借り人が78歳ということで年齢が高いと思ったんですが
夫婦とも元気であられまして、同じ敷地に長男が農協に勤務しながらよく手伝っておりま
すので、労働力は問題ないと思われます。110号については、問題はないと思いますが、
111号の件について小作料が200,000円ということでちょっと高いような気がしたものです
から、その辺を確認したところ、ここの分は田んぼでお互いに話し合って決めてあるので
心配ないということでありまして、従来から200,000円で貸している。ここは農家情報で
わかるとおりミニトマトの専業農家でありますので、認定農家でもあり問題はありませ
ん。それと112号と113号については、借り人がそれぞれ職場がありまして勤務をしており
ますが、農地はよく利用して一生懸命やっておりまして夫婦とも農業をやっておりますの
で、問題はないと思います。以上です。

議 長 ありがとうございました。次に11番私の方から114号から124号まで調査報告をいたしま
す。

１１番
宿利原委員

借り人のＫ，Ｍさんはトラクターとタイヤショベルとなっておりますが、畜産事業に関
するあらゆる機械はそろっております。それと干し大根用の引き取り機、結束機等もそ
ろっております。労働力3となっておりますが、近くに息子が住宅に住んでおりまして一
緒に経営を行っており、何ら問題はないかと思います。

議 長 ただ今２人の委員から説明をいただきましたが、ここで受付番号107号から124号までに
ついて、質問異議等はないかお諮りします。

全委員 なし。

議 長 異議なしということですので、後ほど一括して採決いたします。

議 長 引き続きまして、事務局から受付番号第125号から資料12ページの第132号まで一括して
説明をお願いいたします。

事務局 説明いたします。
受付番号125号の貸し人は、Ｙ，ＳさんＦ自治会の方です。申請地は、
城元字田ノ神下1210-1番、現況地目は田、地積は1,114㎡です。
貸付期間は平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は20,000円です。
借り人は、Ｔ，ＨさんＲ自治会の方です。経営規模は、世帯員２、労働力１、自作地の

み4,285㎡でインゲン、バレイショを中心に経営されています。農業機械の所有状況は、
トラクター、管理機、軽トラック等となっています。担当調査委員は15番落司委員です。

次に受付番号126号の貸し人は、Ｋ，ＫさんＮＯ自治会の方です。申請地は、
田代麓字中野4856-2番、現況地目は畑、地積は3,328㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は16,000円です。
借り人は、Ｋ，ＫさんＵ自治会の方です。経営規模は、世帯員５、労働力１、雇用労働

力3人、自作地が10,478㎡、小作地が32,006㎡で野菜を主として意欲的に経営されていま
す。農業機械の所有状況は、管理機、動噴、草払い機、軽トラック等となっています。担
当調査委員は、３番東郷委員です。



次に受付番号第126-1号と127号は貸し人、借り人ともに同様ですので続けて説明いたし
ます。2筆の貸し人は、Ｏ，ＨさんＴ自治会の方です。申請地は、

126-1号が田代麓字久木野5177-23番、現況地目は田、地積は598㎡。
127号が田代麓字久木野5177-24番、現況地目は田、地積は803㎡で2筆合計1,401㎡で

す。貸付期間は、2筆とも平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は全部で
5,000円です。

借り人は、Ｋ，ＫさんＵ自治会の方ですが前号の126号と同様ですので、経営規模等の
説明は省略いたします。担当調査委員は、前号同様3番東郷委員です。

次に受付番号128号と129号についても貸し人、借り人ともに同様ですので続けて説明い
たします。2筆の貸し人は、Ｔ，ＨさんＢ自治会の方です。申請地は、

128号が田代麓字久木野5166-191番、現況地目は畑、地積は2,380㎡。
129号は田代麓字久木野5166-192番、現況地目は畑、地積は2,545㎡で2筆合計4,925㎡と

なっています。
貸付期間は、2筆とも平成24年10月1日から平成29年12月14日まで小作料は全部で19,000

円です。
借り人は、Ｋ・Ｋ，Ｔ，ＦさんＫ自治会所在です。経営規模は、構成員１、雇用労働力

18人、自作地はなく小作地のみ14,019㎡でネギを主体とした野菜栽培を多角的に経営され
ています。農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、乗用防除機、田植機、草払い
機、コンプレッサー等となっています。担当調査委員は、17番寺田委員です。

次に資料12ページの受付番号130号から説明いたします。
130号の貸し人は、Ｓ，ＭさんＢ自治会の方です。申請地は、
田代麓字久木野5166-120番、現況地目は畑、地積は6,280㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は21,000円です。
借り人は、Ｋ・Ｋ，Ｔ，Ｔさんですが、前129号と同様ですので、経営規模等の説明は

省略いたします。担当調査委員は、17番寺田委員です。
次に、受付番号131号の貸し人は、Ｆ，ＴさんＴ自治会の方です。申請地は、
田代麓字内之牧5138-176番、現況地目は畑、地積は5,301㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は21,000円です。
借り人は、Ｋ・Ｋ，Ｔ，Ｔさんですが、前130号と同様ですので、経営規模等の説明は

省略いたします。担当調査委員は、17番寺田委員です。
次に受付番号132号の貸し人は、Ｉ，ＹさんＢ自治会の方です。申請地は、
田代麓字内之牧5138-174番、現況地目は畑、地積は6,152㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は24,000円です。
借り人は、Ｋ・Ｋ，Ｔ，Ｔさんですが、前131号と同様ですので、経営規模等の説明は

省略いたします。担当調査委員は、17番寺田委員です。

それでは、ここまでを一区切りとして担当調査委員の方々に調査報告をお願いし、125
号から132号まで一括審議をお願いいたします。採決はすべての説明が終了後、改めて一
括採決いたしますので、そのようにご了承願います。

議 長 それでは、ただ今事務局から125号から132号まで説明がありましたが、3人の担当委員
から順次調査報告をお願いいたします。初めに15番落司委員から調査報告をお願いいたし
ます。

15番
落司委員

Ｔ，Ｈさんは、お母さんと2人暮らしでお母さんは少し疲れていらっしゃるという状況
の中で、娘さんの方に名義を変えていらっしゃいます。本人は耕作をする意識が高く、別
の畑も十分整備されておりまして、何ら問題はないと思われます。機械等もこのようにそ
ろっております。インゲン、バレイショ等いろいろ植えていらっしゃいますけれども収穫
時期の忙しいときには、雇用も行い一生懸命頑張っていらっしゃいます。

議 長 ありがとうございました。次に３番東郷委員から調査報告をお願いいたします。



３番
東郷委員

はい、報告します。借り人の方はＫ，Ｋさんで今、規模拡大で毎月総会に出てきており
ますのでお解りだと思いますが、貸し人の方は126号がＫ，Ｋさんでお茶に取り組んでい
らっしゃいましたが、年を取ったということで止められて、畑が荒れてしまうということ
で相談を受けていたのですが、そこをＫさんが規模拡大でがんばるということでした。そ
れからＯ，Ｈさんのところも面積が小さいものですから、お茶では放棄をしていたわけで
すが、そこを同じくＫさんが規模拡大でやろうということで話がまとまりました。そうい
うことで、荒れた畑が少しでもなくなるということでＫさんは現在、規模拡大で頑張って
いますので問題ないかと思います。よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。次に17番寺田委員調査報告をお願いします。

17番
寺田委員

申し上げます。Ｔ，ＦさんはＫのＴ，Ｈさんが代表でありまして、毎月のように総会に
出てくるわけですけれども下限面積、機械、やる気、能力すべて条件を満たしているもの
と思われますので、よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。ただ今３人の委員から説明をいただきましたが、ここで受付
番号125号から132号までについて、質問異議等はないかお諮りします。

全委員 なし。

議 長 異議なしということですので、後ほど一括して採決いたします。

議 長 引き続きまして、事務局から受付番号第133号から139号まで一括して説明をお願いいた
します。

事務局 次に受付番号133号から137号までは､貸し人借り人共に同一ですので、続けて説明いた
します。5筆の貸し人はいずれもＩ，ＹさんＹ自治会の方です。申請地は、

133号が田代麓字牧原川原2660-3番、現況地目は田、地積は1,689㎡
134号は田代麓字牧原川原2660-4番、現況地目は田、地積は1,649㎡
135号は田代麓字山神2725番、現況地目は田、地積は1,776㎡
136号は田代麓字山神2726番、現況地目は田、地積は983㎡
137号が田代麓字山神2727-1番、現況地目は田、地積は396㎡で5筆合計6,493㎡です。
貸付期間は、5筆とも平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は全部で

32,000円です。
借り人は、Ｓ，ＫさんＫ自治会の方です。経営規模は、世帯員4、労働力2、雇用労働力

4人、自作地が13,105㎡、小作地が74,626㎡で甘藷を主体に意欲的に経営されています。
農業機械の所有状況は、トラクター、甘藷ハーベスタ、つら切機、巻き取り機、2tトラッ
ク、軽トラック等となっています。担当調査委員は、18番安水委員です。

次に受付番号138号の貸し人は、Ｋ，ＫさんＯ在住の方です。申請地は、
田代麓字井手駄床5080-4番、現況地目は田、地積は677㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は3,000円です。
借り人は、Ｕ，ＡさんＵ自治会の方です。経営規模は、世帯員1、労働力1、自作地が

4,234㎡、小作地が8,849㎡で和牛肥育を主体に経営に取り組んでおられます。農業機械の
所有状況は、トラクター、軽トラック、ラップ機、ロールベーラ等となっています。担当
調査委員は、20番基委員です。

次に、受付番号139号の貸し人は、Ｅ，ＫさんＡ在住の方です。申請地は、
田代麓字井手駄床5079-8番、現況地目は田、地積は1,847㎡です。
貸付期間は、平成24年10月1日から平成29年12月14日まで、小作料は7,000円です。

借り人は、Ｕ，Ａさんですが前号の138号と同様ですので、経営規模等の説明は省略い
たします。担当調査委員は、前号同様20番基委員です。

以上で説明を終わります。

議 長 それでは、受付番号第133号から順に担当調査委員より報告をお願いします。初めに18
番安水委員、その後基委員の順にお願いします。18番安水委員お願いいたします。

18番
安水委員

それでは報告いたします。133号から137号までの件ですけれどもこれにつきましては、
田代地区で行われております遊休農地解消事業による物件でありますが、Ｓ，Ｋ君につき
ましてはＩ地区の方なんですけれどもＴ地区の方にたくさんの物件を借りていらっしゃい
まして、畑の管理等も十分されております。何ら問題はないものと思いますので、よろし
くお願いいたします。

議 長 ありがとうございました。次に20番基委員お願いいたします。



20番
基委員

はい20番、138号Ｋ，ＫさんはＳ自治会のＵさんの娘さんであります。場所的に申し上
げますと448号線沿いのＳグラウンドの右下の所です。139号のＥ，Ｋさん、この方も都会
におられますけれどもＥ，Ｔさんの息子さんになります。譲受人のＵ，Ａさんは、牛を8
頭の牛専門の農家であります。飼料畑として遊休農地解消事業によりここを借りられたと
いうことで、別に問題はないと考えます。よろしくお願いします。

議 長 ありがとうございました。ただ今２名の委員から説明をいただきましたが、受付番号
133号から139号について質問、異議等はありませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしということでございます。以上で議案第24号についての説明並びに質疑等は終
了いたしましたが、ここで改めて受付番号107号から139号までの内容について一括して質
問、異議等はないかお諮りします。ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。お諮りします。議案第24号農業経営基盤強化促進法第13条第4項
の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について採決
します。議案第24号は原案のとおり決定することに異議ございませんか。

全委員 なし。

議 長 異議なしと認めます。したがいまして、議案第24号農業経営基盤強化促進法第13条第4
項の規定による農用地の利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について
は、原案のとおり許可することに決定しました。

議 長 以上で平成24年度第６回錦江町農業委員会総会の附議事項を終了いたします。

会長

１０番

１２番

議事録調整者 折久木まり子


